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 無収入者 ○ ○ ○ △ △ △ △

 退職した者 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

 収入がある者 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

 新生児 ○ △ △ ○

 １８歳未満の者 ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △

 １８歳以上の者
（無収入者）

○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

 １８歳以上の者
（退職した者）

○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △

 １８歳以上の者
（収入がある者）

○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △

 無収入者 ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

 退職した者 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △

 収入がある者 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △

 無収入者 ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △

 退職した者 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △

 収入がある者 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △

 新生児 ○ ○ △ △ ○ △

 １８歳未満の者 ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △

 １８歳以上の者
（無収入者）

○ ○ △ △ △ △ △ ○ △

 １８歳以上の者
（退職した者）

○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △

 １８歳以上の者
（収入がある者）

○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △

 無収入者 ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △

 退職した者 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △

 収入がある者 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △

　※　恒常的な収入がない者を認定する場合、所得証明書に収入金額が記載されているときは、その収入がなくなったことを証する書類を添付してください。

　※　別居世帯に属する者については、送金額のわかる書類（振込領収書写、通帳の写、カード利用明細書写）を提出してください。

　※　父母等夫婦のうちどちらかを認定する場合、夫婦の合算所得で判定するため、夫婦の所得証明等（年金、事業所得等その他収入を証明する書類）が必要です。

　※　認定を受けようとする者に複数の扶養義務者がいる場合は、それらの扶養義務者の所得証明書等(その他収入を証明する書類）が必要です。

　※　上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
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